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3サービス類型
類 型 種 別

施
設
系

施設系
介護老人福祉施設（地密含む）、
介護老人保健施設、
介護医療院

居

宅

系

居住系
特定施設入居者生活介護（地密含む）、
認知症対応型共同生活介護

多機能系
小規模多機能型居宅介護、
看護小規模多機能型居宅介護

短期入所系
短期入所生活介護、
短期入所療養介護

訪問系
訪問介護、訪問看護、訪問リハ、訪問入浴介護、定期巡回・随
時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護

通所系 通所介護（地密含む）、通所リハ、認知症対応型通所介護

その他
居宅介護支援、介護予防支援、
福祉用具貸与、特定福祉用具販売
居宅療養管理指導
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施行義務化の体制整備項目について

項 目 全サービス 施設系 施行の義務化 減算措置

① 身体的拘束等の適正化の推進 〇 既
（居住系含む）

R6年4月～ あり

② 業務継続計画（BCP）の取組強化 〇 R6年4月～ あり

③ 高齢者虐待防止の推進 〇 R6年4月～ あり

④ 医療機関との連携強化 〇
（居住系含む）

R6年4月～ なし

⑤ 新たな委員会の設置
〇

（居住系・多機能系・
短期入所系含む）

R6年4月～
（3年経過措置）

なし

⑥ 感染症対策の強化 〇 R6年4月～ なし

⑦ 認知症介護基礎研修の受講の義務付け 〇
（※除外サービス有)

R6年4月～ なし

⑧ 口腔衛生管理の強化 〇 R6年4月～ なし

⑨ 栄養ケア・マネジメントの実施 〇 R6年4月～ あり

⑩ 事故発生の防止及び発生時の対応 既 既 あり

※除外サービスは訪問入浴を除く訪問系、福祉用具、居宅介護支援



5①身体的拘束等の適正化の推進について

減 算 名
施設系

（特養・老
健）

居住系
（特定施設入居者、
認知症ＧＨ）

多機能系
（小多機、看

多機）

短期入所系
（ＳＳ）

訪問系、通所
系、福祉用具、
居宅介護支援

身体拘束廃止未実施減算
100分の10を

減算
100分の10を減算

100分の1を減算

（R7.3.31まで経
過措置）

100分の1を減算

（R7.3.31まで経
過措置）

身体的拘束等の適正化のための措置

① 記録の義務付け 既 既 既 既 〇

② 委員会の開催（３月に１回） 既 既 〇 〇

③ 指針の整備 既 既 〇 〇

④
研修の定期的な実施
（施設系・居住系は年２回）

既 既 〇 〇

※〇は令和6年度改正内容です。

社保審資料 1.(6)②

▼身体的拘束等の適正化のための措置を講じていない場合、サービス種別に応じて基本報酬が減算となりますので、ご注意く
ださい。

（所定単位数を減算）
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委員会の開催

・定期的に開催する（３月に１回）とともに、結果を従業者に周知する
こと。
委員会では、身体的拘束等報告事例の集計と分析（発生時の状況を分析、発生原因と結果をまとめ、事例
の適正性と適正化策を検討）、報告事例及び分析結果を職員へ周知、適正化策を講じた後の効果と評価、
について検討すること。ほか、「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかの判断基準や手続きルール、
本人家族に対する説明方法、解除方法の検討などが当然に含まれる。

・他の委員会と独立して設置・運営することが必要であるが、関係する職種、取
り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、
これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。

指針の整備 ・指針には以下の内容を盛り込むこと。
事業所における基本的考え方、組織に関する事項、職員研修に関する基本方針、発生した事例の報告方策
に関する方針、発生時の方針、当該指針の閲覧、その他適正化推進に必要な基本方針等。

研修の実施
・研修は定期的（施設系・居住系は年2回以上）に実施、新規採用時に
も必ず実施すること。

①（参考）身体的拘束等の適正化の推進 施設系・居住系
解釈通知より

＜参考＞
・「身体拘束ゼロへの手引き」(厚生労働省身体拘束ゼロ作戦推進会議編) 
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②業務継続計画（BCP)の取組強化について

減 算 名 全サービス（居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く）

業務継続計画未実施減算 〇

※〇は令和6年度改正内容です。

サービス種別 減算単位 経過措置 経過措置要件

施設系・居住系
所定単位数の100分の3を
減算

有
「感染症予防まん延防止の指針」の整備
及び「非常災害計画」の策定を行っている
場合はR7.3.31まで経過措置

訪問系、福祉用具貸与、
居宅介護支援

所定単位数の100分の1を
減算

有 R7.3.31まで経過措置

その他のサービス
所定単位数の100分の1を
減算

有
「感染症予防まん延防止の指針」の整備
及び「非常災害計画」の策定を行っている
場合はR7.3.31まで経過措置

社保審資料 1.(5)④

▼感染症若しくは災害のいずれか又は両方のBCPが未策定の場合、基本報酬が減算となりますので、ご注意ください。経過措
置要件については、以下の通りです。
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災害に係る業務継続
計画の策定

感染症に係る業務継
続計画の策定

研修の実施

訓練の実施

・平時からの備え
・初動対応
・感染拡大防止体制の確立

・平常時の対応
・緊急時の対応
・他施設及び地域との連携

研修は年1回（施設系・居住系は年2回）以上定期的に実施、新規採用時
にも実施すること。

発生時の対応について訓練を年1回（施設系・居住系は年2回）以上定期
的に行うこと。
（机上訓練等、実施方法は問わない。机上と実地を適切に組み合わせて実施すること）

②（参考）業務継続計画（BCP）の取組強化

＜参考＞
・厚生労働省HP→政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 介護・高齢者福祉 > 介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修

・東京都HP→東京都福祉局 >高齢者>高齢者施設 >令和５年度高齢者施設等におけるBCP 策定支援事業

（他のサービス事業者との連携等により
行うことも差し支えありません。）解釈通知より



9③高齢者虐待防止の推進について

減 算 名
全サービス（居宅療養
管理指導、特定福祉用具

販売を除く）
福祉用具貸与

高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1を減算

〇 〇
（R9.3.31まで経過措置）

虐待の発生又は再発を防止するための措置

① 委員会の定期的な開催 既 既

② 指針の整備 既 既

③
研修の実施
（施設系・居住系は年２回） 既 既

④ 担当者の設置 既 既

※〇は令和6年度改正内容です。

社保審資料 1.(6)①

▼虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合、基本報酬が減算となりますので、ご注意くださ
い。
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委員会の開催

運営規程に「虐待の防
止の為の措置に関する
事項」を定める

指針の整備

研修の実施

虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定・従業者への研修方法
や研修計画等）や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方
法を指す内容であること。

・定期的に開催するとともに、結果を従業者に周知すること。
委員会では、組織のこと・指針整備のこと・職員研修の内容・相談報告の体制整備のこと・区への通報のこ
と・原因分析と再発防止策のこと・再発防止策の効果と評価、について検討すること。

・他の会議体との一体的な設置・運営でも差し支えない
・他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない

・指針には以下の内容を盛り込むこと。
事業所における基本的考え方、組織に関する事項、職員研修に関する基本方針、発生時の対
応方法、発生時の相談・報告体制、成年後見制度の利用支援、苦情解決方法、当該指針の閲
覧、その他必要な事項等。

・研修は年1回（施設系・居住系は年2回）以上定期的に実施、新規採用
時にも必ず実施すること。

③（参考）高齢者虐待防止の推進

担当者の設置
委員会の開催・指針の整備・研修の実施を適切に実施するため、専任の
担当者を置くこと。

解釈通知より



11⑤高齢者施設等と医療機関の連携強化について

医療機関との連携強化 １.（３）⑲㉒
感染症や災害への対応力向上 １.（５）①③

施設系 居住系

① 協力医療機関を定める。 義務（既） 義務（既）

②

①の「協力医療機関」の要件
（ⅰ）医師又は看護職員の相談体制を常時確保している。
（ⅱ）診療を行う体制を常時確保している。
（ⅲ）診療の結果、入院を要すると認められた入所者の

入院を原則受け入れる体制を確保している。

義務付け（３年猶予）
（ⅰ）、（ⅱ）のみ

努力義務

③
年１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状急変時
の対応を確認する。

義務

④ 協力医療機関の名称等を、指定権者へ届け出る。 既

⑤
緊急時対応方法について、配置医師及び協力医療機関(※1)の協力を
得て定め、年１回以上、(※1)の協力を得て見直しを行う。

義務（特養のみ） なし

⑥
入所者が協力医療機関等に入院した後、退院となった場合、
速やかに再入所させる。

努力義務

⑦
新興感染症発生時等における対応を第二種協定指定医療機
関との間で取り決めておく

努力義務

⑧
協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合は、新
興感染症発生時等における対応についての協議を行う

義務

介護保険最新情報vol.1201 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について（協力医療機関等）
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⑥新たな委員会の設置について

委 員 会 （３.（2）②）
施設系、居住系、多機能系、

短期入所系

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員
の負担軽減に資する方策を検討するための委員会

義務（3年経過措置）

当委員会が要件に含まれている加算・基準等

① 生産性向上推進体制加算（新設） 施設系、居住系、多機能系、短期入所系

② 人員配置基準の特例的な柔軟化 特定施設（地密含む）

③ 夜間における人員配置基準の緩和 老健・短期療養

④ 夜間支援体制加算（見直し） 認知症GH

▼介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽出及び分析した上
で、事業所の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を
検討するための委員会の設置が義務付けられました。



13書面掲示規制の見直しについて

現 行

① 原則、書面の事業所内掲示

②
事業所内に備え付けた書面の
供覧

③ 電磁的記録の供覧

▼重要事項説明書の掲示について、現行は①～③のいずれかでよいとされていたが、令和６年度以降

は現行に加え、インターネット上に情報を掲載しなければならないとされました。

【全サービス】（５.①）

令和６年度以降（R7.4.1から義務付け）

① 原則、書面の事業所内掲示

①～③に加え、ウェブ
サイト（ホームページ
や情報公表システム
上）に掲載・公表しな
ければならない

②
もしくは、事業所内に備え
付けた書面の供覧

③
もしくは、電磁的記録の供
覧

全サービス共通
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「管理者の責務」
利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命
令を行う必要がある

管理者の兼務範囲について

現行の基準

管理者が同一敷地内にある他の事業所、施設等
の職務に従事することができる。

令和６年度以降

管理者が他の事業所、施設等の職務に従事す
ることができる

全サービス共通

▼管理者が兼務できる事業所等の範囲について、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し
支えない旨が明確化されました。（３.（３）①）

管理者は、以下を果たせる場合に限り兼務が可能です。
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令和６年度義務化の内容（参考掲載）

• 以降のスライドは、令和５年度まで経過措置中であった項目であり、令和６年度
以降義務化となります。

• 対象のサービス種別は、４スライド目の「施行義務化の体制整備項目について」
をご覧ください。

• 内容は、昨年（令和４年度）の集団指導と同様です。



16⑥（参考）感染症対策の強化

施設系以外のサービス

指針の整備

委員会の設置・開催

研修の実施

・事業所における感染症の予防とまん延の防止のため、対策を検討する委員会を
おおむね6月に1回以上（施設系は3月に1回以上）開催し、その結果について従業
員に周知徹底を図ること。
・構成メンバーの責務・役割を明確にし、専任の感染対策を担当する者を決めて
おく。
（他の会議体を設置している場合、一体的に設置・運営することも差し支えない。
居宅介護支援事業所等で従業者が1名の場合は、開催しなくても差し支えない。）

事業所における平常時の対策及び発生時の対応を規定した指針を整備す
る。

研修は年1回（施設系・居住系は年2回）以上定期的に実施、新規採用時
にも実施すること。

施設系以外のサービス・施設系サービス

発生時の対応について訓練を年1回（施設系・居住系は年2回）以上定期的に
行うこと。（机上訓練等、実施方法は問わない。机上と実地を適切に組み合わせて実
施すること）

（他のサービス事業者との連携等により
行うことも差し支えありません。）

訓練の実施

解釈通知より
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看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、
実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従業者研修終了者、
介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修課程一級課程・二級課程修了者、
社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚師、精神保健福祉士、
管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師

⑦（参考）認知症介護基礎研修の受講の義務付け

＜参考＞
・東京都HP→東京都福祉保健局>高齢者 >講座・催し物>東京都認知症介護研修について>認知症介護基礎研修eラーニング
について

義務づけの対象とならない者（認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を習得している者）

介護に直接関わる職員で、上記の医療・福祉関係の
資格を有さない方については、「認知症介護基礎研修」の受講が義務付け。

令和６年度義務化
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＜体制＞
歯科医師等に技術的指導・助言を受ける体制
を整備。困難な場合は、歯科医師会等との連
携を図る。

＜スクリーニング・状況の確認＞
・介護職員が、作成された計画に基づき、入所者の
口腔清掃の自立度、口腔の健康状態などについて把
握する。

＜実施＞
・入所者の口腔の状態に応じて、歯科医師等の助
言・指導に基づき、清掃の用具を選択する。
・口腔清掃の実施担当者・実施時刻等を、タイムス
ケジュールに組み込む。

＜参考＞
介護保険最新情報 Vol.９３６「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理
の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

＜計画の立案＞
・歯科医師等は、（口腔清掃等の実態・介護
職員からの相談等を踏まえ）施設の実情に応
じて技術的助言・指導を行う。
・介護職員は、助言・指導に基づき、口腔衛
生管理体制計画を作成する。
・助言を行った歯科医師等
・歯科医師からの助言の要点
・当該施設における実施目標 を記載。
・具体的方策
・留意事項・特記事項

様式７

＜計画の見直し＞
・介護職員は、施設における課題・疑問等を適宜、
歯科医師等に相談する。
・歯科医師等は、概ね６か月毎に、計画に係る技術
的助言・指導を行う。
・介護職員は、助言・指導を踏まえ、計画の見直し
を行う。

令和６年度義務化

口腔衛生管理の強化
実施の手順⑧
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【リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管
理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方
並びに事務処理手順及び様式例の提示について
（令和3年3月16日 老認発0316第3号・老
老発0316第2号）
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＜体制＞
施設長は、関連職種が共同して栄養ケア・マ
ネジメントを行う体制を整備する。
施設長は、手順（スクリーニング→アセスメ
ント→計画→モニタリング→評価等）をあら
かじめ定める。

＜入所時のスクリーニング＞
介護支援専門員は、管理栄養士と連携して入
所後１週間以内に低栄養状態のリスクを把握
する。

＜アセスメント＞
管理栄養士は、入所者ごとに解決すべき課題
を把握する。

様式４－１

様式４－１

＜計画の作成＞
・管理栄養士は、アセスメントに基づいて関連職種
と共同して栄養ケア計画（栄養補給・栄養食事相
談・関連職種の分担等）を作成する。

・管理栄養士は、サービス担当者会議に出席し、計
画を完成させる。（施設サービス計画にも適切に反
映）

＜説明・同意＞
介護支援専門員等は、施設サービス計画に併
せて栄養ケア計画を入所者（又は家族）に説
明し同意を得る。

様式４－２

＜参考＞
介護保険最新情報 Vol.９３６「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管
理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

令和６年度義務化

⑨ 栄養ケアマネジメント
実施の手順
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＜実施＞
・関連職種は計画に基づいたサービスの提供を
行う。
・管理栄養士は、計画に基づいて栄養食事相談
を実施する。
・管理栄養士は、栄養ケア提供の経過を記録す
る。
（栄養補給の状況や内容の変更、栄養食事相談
の実施内容、関連職種のケアの状況等）

＜モニタリング＞
・管理栄養士又は関連職種は、定期的に入所者
の生活機能の状況を検討し、栄養状態のモニタ
リングを行う。
・間隔は栄養スクリーニング時に把握した低栄
養状態のリスクのレベルに応じて、概ね３か月
毎又は２週間毎と設定し、計画にも記載する。
・管理栄養士又は関連職種は、計画の変更の必
要性を判断する。（目標の達成度、栄養の改善状況等）

様式４－１

＜再スクリーニング＞
介護支援専門員は、管理栄養士と連携して、栄養ス
クリーニングを３か月毎に実施する。

＜計画の変更＞
計画の変更が必要な場合、管理栄養士は、介護支援
専門員に提案し、サービス担当者会議等にて計画の
変更を行う。

＜退所時の説明＞
・総合的な評価を行い、その結果を入所者又は家族
に説明する。
・必要時、居宅介護支援専門員や関係機関と連携す
る。

体重測定は１か月毎

⑨ 栄養ケアマネジメント
実施の手順（続）
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参考様式
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参考様式
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⑩（参考）事故発生の防止及び発生時の対応

【指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（H11.3.31 厚生省令第39号）】
第35条 （事故発生の防止及び発生時の対応）

指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講
じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のため
の指針を整備すること。
ニ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、
その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
四 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

詳細は次ページ

上記に規定する基準を満たさない場合に、入所者全員について所定単位数から減算する。
＊１日につき５単位を減算（安全管理体制未実施減算）

人員・設備・運営
等基準
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事実の報告及び改善
策の従業者への周知
徹底

指針の整備

委員会の設置・開催

研修の実施

＜盛り込む内容＞
①施設における介護事故の防止に関する基本的考え方
②介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項
③介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針
④施設内で発生した介護事故、ヒヤリ・ハット事例及び現状を放置しておくと介護事故に結
びつく可能性が高いものの報告方法等の介護の安全の確保を目的とした改善のための方策に
関する基本方針
⑤介護事故等発生時の対応に関する基本方針
⑥入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
⑦その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針

＜具体例＞
①報告するための様式を整備する
②事故等の発生ごとにその状況、背景等を記録し、①の様式にて報告する
③委員会において②により報告された事例を集計し、分析する
④防止策を検討する
⑤報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底する
⑥防止策の効果について評価する

委員会の責任者はケア全般の責任者であることが望ましい。
（他の委員会と独立して設置・運営が必要だが、関係が深ければ他の会議体と一体的に設
置・運営して差し支えない。）

指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年2回以上）
を開催、新規採用時にも実施すること。

担当者の配置 上記の措置を適切に実施するために、専任の担当者を置くこと。
なお、事故防止検討委員会の安全対策を担当する者と同一の従業者が務めることが望ましい。

解釈通知



「受講報告兼アンケート」の入力のお願い

（注１）併設の事業者がある場合、それぞれのサービス事業所で回答してください。
（注２）管理者等が事業所内の回答・質問事項を取りまとめ、事業所として回答・質問してください（事業所で視聴した方全員が

回答する必要はありません）。

区公式ホームページからアクセスする場合 二次元コードを読み取ってアクセスする場合

🕒入力期限：３月３１日（日曜日）まで

ここをクリック

【ホームページの階層】
トップページ＞くらしのガイド＞
税金・保険・年金＞介護保険＞
介護保険事業者の方向け情報＞
令和５年度介護保険サービス事業者
集団指導

受講報告兼アンケート 二次元コード

集団指導の受講状況等を確認するため、視聴後に事業所ごと（サービス種別ごと）に下記入力
フォームから「受講報告兼アンケート」の入力をお願いします。
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